
第５次兵庫県環境基本計画

令和５年度点検・評価結果（概要）

環 境 部
はSDGsに取り組んでいます
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施策分野
Ｒ5 Ｒ4

R4⇒R5
変化

◎ ○ △ ◎ ○ △

Ⅰ 低炭素 5 8 0 3 10 0

Ⅱ 自然共生 4 10 2 4 10 2

Ⅲ 資源循環 4 5 4 1 7 5

Ⅳ 安全・快適 5 5 2 2 7 3

Ⅴ 地域力 1 5 1 1 4 2

合 計 19 33 9 11 38 12

点検・評価の概要（P1～3)

１

・20項目の重点目標、５分野41項目の施策の取組状況

・施策の取組状況は、111項目のひょうごの環境指標から構成
＜５つの施策分野＞

点検・評価の方法

低炭素
CO2排出をできる限り抑え
地球温暖化対策を推進する

自然共生
人と動植物が共存し
豊かな自然を守り育てる

資源循環
ものを大切にし、天然資源の
できる限り少なくする

安全・快適
水や空気のきれいな
安全・快適空間をつくる

地域力

施

策

分

野

活 動 の 場
▼

１

２

３

４

５

くらし

環境優先の
ライフスタ
イルの確立

しごと

環境に適応
したオフィ
スやものづ
くり

まち

環境と共生
するまちづ
くり

さと

豊かな自然
環境の再生

あらゆる主体が地域の特性を生かして
環境保全・創造に向けて協働する

次の基準を目安に評価

◎：目標達成率100％以上 (特に取組が進んでいる)

○：目標達成率80％以上100％未満 (概ね取組が進んでいる)

△：目標達成率80％未満(一層の取組が必要)

分野別の点検・評価結果

今回の点検・評価（総評）

＜重点目標・施策の取組状況＞

・木質バイオマス発電所の稼働などにより再生可能エネルギー発電量が増加、１人１日あたりの家庭系ごみ排出量が減少

するなど概ね着実に進捗

・野生鳥獣による農林業被害額は減少傾向だが目標未達成、持続可能な社会づくりを先導する人材が増加していないなど

の課題がある



Ⅰ 低 炭 素 ～ＣＯ２排出をできる限り抑え地球温暖化対策を推進する～

2

区 分 項 目(重点目標４ 施策の取組状況９) R5
評価

R4
評価

Ⅰ 低炭素

◎：５
○：８
△：０

重点

R12年度の温室効果ガス排出量48％削減(H25年度比) ○ ○

R12年度の再生可能エネルギーによる発電量100億kWh ◎ ○

R7年度の適応策(地球温暖化による被害の軽減策)の県民への認知度50％ ◎ ◎

R12年度までに全ての県庁舎の照明※をLED化(※一部特殊照明等を除く) ○ ◎

くらし
(1)CO2排出の少ないライフスタイルへの転換 ○ ○

(2)住宅、地域等への再生可能エネルギーの導入拡大 ○ ○

しごと

(3)低炭素型の経済活動の推進 ○ ○

(4)オフィス・ビルの低炭素化 ○ ○

(5)事業活動における再生可能エネルギーの導入拡大 ◎ ○

まち (6)環境に配慮した交通の実現 ○ ○

さと
(7)CO2吸収源としての森林の機能強化 ○ ○

(8)カーボンニュートラルな資源としての木材利用促進 ◎ ○

適応策 (9)気候変動適応策の推進 ◎ ◎

施策の取組状況（P3）

◎：３
○：10
△：０

(R４)



Ⅰ 低 炭 素 ～ＣＯ２排出をできる限り抑え地球温暖化対策を推進する～

3

重点目標 R12(2030)年度の温室効果ガス排出量48％削減(H25(2013)年度比)【評価：○】（P4）

・2021(R3)年度の温室効果ガス排出量は、H25年度比▲19.4％

（目標値▲22.6％を下回る）

・県民・事業者・団体・行政等の各主体が一体となり脱炭素化

に取り組む必要

【今後の方針】

・企業の自主的な脱炭素化への取組促進を目的としたスクー

ルの開催、里山林活用活性化を目的としたコンソーシアム

構築などを進める

・「ひょうご1.5℃ライフスタイルコンソーシアム」の取組等に

より、県民の脱炭素型ライフスタイルへの転換を後押し



Ⅰ 低 炭 素 ～ＣＯ２排出をできる限り抑え地球温暖化対策を推進する～

4

重点目標 R12(2030)年度の再生可能エネルギーによる発電量100億kWh【評価：◎】（P5）
再生可能エネルギーによる発電量

億kWh

・2023(R5)年度の年間発電量は、大規模バイオマス発電所の

稼働により、昨年度比21.8億kWh増の73.0億kWhと大幅増加

【今後の方針】

・都市部における太陽光発電の導入を一層推進するとともに、

小水力発電やバイオマス発電等の導入も積極的に進め、

大規模な太陽光発電に偏らないバランスのとれた再生可能

エネルギーを普及

個別項目 カーボンニュートラルな資源としての木材利用促進【評価：◎】（P21）

指 標 現況値
Ｒ５

実績値
Ｒ５

目標値
評価

目標値 [参考]
個別計画の目標

(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

県内のバイオマス
発電施設による
発電量(億kWh)

8.0
(H29)

29.6 16.1 ◎ 18.1 20.1 －

個別項目 事業活動における再生可能エネルギーの導入拡大【評価：◎】（P19）

指 標 現況値
Ｒ５

実績値
Ｒ５

目標値
評価

目標値 [参考]
個別計画の目標

(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

県内の再生可能エ
ネルギーによる発
電量(住宅用太陽
光発電除く)(億
kWh)

31.3
(H29)

65.8 58.1 ◎ 62.9 67.6 －

・2023(R5)年度の年間発電量は、昨年度比18.7億

kWh増の29.6億kWhと大幅増加

・2023(R5)年度の年間発電量は、昨年度比21.4億

kWh増の65.8億kWhと増加
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区分 項 目(重点目標４ 施策の取組状況12) R5
評価

R4
評価

Ⅱ 自然共生
◎：４
○：10
△：２

重点

R7年度の生物多様性保全プロジェクト団体数100団体 ◎ ◎

R7年度の野生鳥獣による農林業被害額50％削減(H25年度比) △ △

R7年度の里山林整備面積33％増(H27年度比) ◎ ◎

R7年度の漁場環境改善面積5,579ha ◎ ◎

くらし (1)地域の自然環境から学ぶ環境学習・教育の推進 ○ ○

しごと

(2)公共事業等における環境への配慮 ○ ○

(3)環境に配慮した農業の推進 ○ ○

(4)多様な担い手による森づくり活動の推進 ◎ ○

まち
(5)自然とのふれあいの推進 ○ ○

(6)外来生物対策の推進 ○ ◎

さと

(7)生物多様性の保全 ○ ○

(8)野生鳥獣の適切な保護管理 ○ ○

(9)里地・里山や人工林等の適切な管理 ○ ○

(10)瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための取組 ○ ○

(11)自然とのふれあいの推進 △ △

(12)県民への普及啓発 ○ ○

Ⅱ 自然共生 ～人と動植物が共存し豊かな自然を守り育てる～

施策の取組状況（P3）

◎：４
○：10
△：２

(R４)
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Ⅱ 自然共生 ～人と動植物が共存し豊かな自然を守り育てる～

重点目標 令和７年度の生物多様性保全プロジェクト団体数100団体【評価：◎】（P7）

生物多様性保全プロジェクト団体数

72 76
86 90 91

99 104 108

76

(84) (87)
(90) (93)

(96) (100)

(81)

0

20

40

60

80

100

120

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

団体

実績値

目標値

・R5年度までの生物多様性保全プロジェクト団体数は108団体

(目標を上回って増加)

・生物多様性に係る先導的な取組やネットワークが着実に拡大

【今後の方針】

・県民や企業等に対する活動の意義や活動内容のPR、相互に情報

共有や交流を図るための活動発表会等の開催により、ネットワ

ーク化の促進や個々の活動のレベルアップを図る

個別項目 多様な担い手による森づくり活動の推進【評価：◎】（P26）

指 標
現況
値

Ｒ５

実績値

Ｒ５

目標値
評価

目標値 [参考]

個別計画の目標

(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

｢企業の森づくり｣参加
企業数（社)

36

(H29)
46 46 ◎ 48 50

62社

(R13年度)

・｢企業の森づくり｣には、R5年度末までに

46社の企業等が参加し、多様な担い手に

よる森づくりが進む
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Ⅱ 自然共生 ～人と動植物が共存し豊かな自然を守り育てる～

重点目標 令和７年度の野生鳥獣による農林業被害額50％削減(平成25年度比)【評価：△】（P7）

・R4年度の野生鳥獣による農林業被害額は約４億6,900万円

シカ：約１億5,700万円（H22年度４億7,000万円をピークに減少）

イノシシ（農業被害）：約１億5,500万円（減少傾向）

・野生動物による農林業被害は減少傾向にあるものの目標未達成

【今後の方針】

・鳥獣保護管理事業計画に基づき、①個体数管理(捕獲の推進等)、

②被害管理(防護柵の設置等)、③生息地管理(広葉樹林の整備等)

を進める

個別項目 外来生物対策の推進【〇】（P27～28）

指 標 現況値
Ｒ５
実績値

Ｒ５
目標値

評価
目標値 [参考]

個別計画の目標
(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

アライグマ・ヌート
リアによる農業被害
額(千円)

69,951
(H29)

63,765 58,500 ○ 56,600 54,687
54,687千円
(R７年度)

アライグマ・ヌート
リア捕獲頭数(頭)

5,685
(H29)

9,491 8,000 ◎ 9,000 9,000
9,000頭

(R６年度～)

外来種を監視・駆除
する｢見守り隊｣の登
録数(団体)

9
(H29)

14 14 ◎ 15 16 －

・アライグマ、ヌートリアの農業被害は増加傾向

【今後の方針】

・アライグマやヌートリアについて、外来生物

法に基づき、市町による防除実施計画の策定

有害鳥獣捕獲許可を不要とした計画的で迅速

な捕獲活動を進める

・ナガエツルノゲイトウや、近年、新たに侵入

が確認されたクビアカツヤカミキリやアルゼ

ンチンアリについて、国や市町、専門家など

の関係機関と連携し早期防除に取り組む

 
野生鳥獣による農林業被害額

195 176 220
155 150

204 157

218
195 183

220

183 182

218

156

158
154 143

139

182

155 135

139

156

(475) (462)
(449)

(423) (410) (397)

(436)

0

100

200

300

400

500

600

700

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

百万円

実績値(その他)

実績値(イノシシ)

実績値（シカ）

目標値(合計)

579 

502 530 
571 

493 H25 年度比 
▲50％ 

466 

H25 年度比 
▲41％ 561 

H25 年度 
793 

469 
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Ⅱ 自然共生 ～人と動植物が共存し豊かな自然を守り育てる～

重点目標 令和７年度の漁場環境改善面積5,579ha【評価：◎】（P8～9）

漁場環境改善面積(累計)

5,467
5,546

5,632
5,606

5,593

5,376
5,306

5,008

5,278

(5,409)

(5,477) (5,545)

(5,579)

(5,511)
(5,443)(5,375)

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ha

実績値

目標値

・R5年度の漁場環境改善面積は5,632ha

・藻場の造成など豊かな海づくりに向けた活動が活発化

【今後の方針】

・藻場・干潟の再生・創出を行う団体への助成や、海底耕うんや

ため池のかいぼり等浅海域の保全活動を行う漁業者への支援な

ど豊かな海づくりのための取組を推進

・兵庫県栄養塩類管理計画に基づき、工場や下水処理場からの計

画的かつ順応的な栄養塩類供給に伴う水質の状況を検証

・産学官民による連絡会議において、藻場拡大やブルーカーボン

創出の支援を検討

個別項目 瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための取組【評価：○】（P31～32）

指 標 現況値
Ｒ５

実績値

Ｒ５

目標値
評価

目標値 [参考]

個別計画の目標

(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

漁船漁業生産量(千t)
56

(H28)

42

(R4)
58 △ 58 58 －

海面養殖生産量(千t)
70

(H28)

63

(R4)
69 ○ 69 70 －

増殖場整備箇所数

(累計)(箇所)

41

(H29)
50 50 ◎ 52 54 －
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区分 項 目(重点目標４ 施策の取組状況９) R5
評価

R4
評価

Ⅲ 資源
循環

◎：４
○：５
△：４

重点

R7年度の１人１日あたりの家庭系ごみ排出量477g/人日 ◎ △

R7年度の最終処分量を一般廃棄物38％､産業廃棄物31％削減(H24年度比) △ △

R7年度の最終処分率を一般廃棄物9.9％、産業廃棄物2.5％ △ △

R7年度のごみ発電能力15％増(H24年度比) ◎ ○

くらし (1)リデュース(発生抑制)､リユース(再使用)の推進[一般廃棄物] ○ △

しごと

(2)リデュース(発生抑制)､リユース(再使用)の推進[産業廃棄物] △ ○

(3)廃棄物の適正処理の推進 ○ ○

(4)廃棄物系バイオマスの利活用の促進 ○ ○

まち

(5)質の高いリサイクル(再生利用)の推進 ○ ○

(6)廃棄物の適正処理体制の整備 ◎ ◎

(7)循環型社会と低炭素社会の統合的な取組の推進 ◎ ○

さと
(8)不法投棄対策の推進 △ △

(9)未利用木質系バイオマスの利活用の促進 ○ ○

Ⅲ 資源循環 ～ものを大切にし、天然資源の使用をできる限り少なくする～

施策の取組状況（P3）

◎：１
○：７
△：５

(R４)
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Ⅲ 資源循環 ～ものを大切にし、天然資源の使用をできる限り少なくする～

重点目標 令和７年度の１人１日あたりの家庭系ごみ排出量477g/人日【評価：◎】（P9）

１人１日あたりの家庭系ごみ排出量

507 499 498 501
507 499

481

499
(484)(481)(477)

(488)

(491)(495)

350

450

550

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

g/人日

実績値

目標値

・R4年度の｢１人１日あたりの家庭系ごみ排出量は、481g/人日と

減少傾向

・ごみの分別に協力している県民の割合も約９割となり、ごみを

減らすという県民の意識は定着

【今後の方針】

・市町と協力し、食品廃棄物・食品ロスの削減、古紙の回収及び

バイオマスの利活用を促進

・プラスチックごみ削減に向け、３Ｒの取組徹底を基本としつつ

ワンウェイプラスチックの削減や地域でのペットボトル回収等

新たな資源循環の取組を強化

個別項目 廃棄物のリデュース(発生抑制)、リユース(再利用)の推進[産業廃棄物]【△】（P35）

指 標 現況値
Ｒ５

実績値

Ｒ５

目標値
評価

目標値 [参考]

個別計画の目標

(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

産業廃棄物排出量

(千ｔ)

21,209

(R2)

23,410

(R4)
21,460 △ 21,465 21,470

21,495千ｔ

(R12年度)

産業廃棄物再生

利用率(汚泥除)(％)

82

(R2)

86

(R4)
82 ◎ 82 82

83％

(R12年度)

１人１日あたりの事業
系ごみ排出量(g/人日)

274

(R2)

278

(R4)
267 △ 264 260

242/人日

(R12年度)

・R4年度の産業廃棄物排出量は23,410千ｔで

新型コロナ感染症による事業活動落ち込み

からの回復もあり若干増加

・引き続き産業廃棄物の発生抑制に向けた

取組を進める必要

【今後の方針】

・産業廃棄物多量排出事業者の排出抑制対策

をはじめ、汚泥や建設廃棄物の更なる再生

利用を促進
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Ⅲ 資源循環 ～ものを大切にし、天然資源の使用をできる限り少なくする～

・市町の一般廃棄物焼却炉への高効率ごみ発電の導入が進んでおり

R4年度末現在、120,124kWの発電能力のごみ発電施設が導入

・下水汚泥の消化ガスを利用したバイオマス発電など、新たな熱利

用による温暖化に配慮した廃棄物処理が広がる

【今後の方針】

・引き続き、市町等が的確な施設整備ができるよう、市町等を支援

重点目標 令和７年度のごみ発電能力15％増(平成24年度比)【評価：◎】（P11）

市町のごみ発電能力

105,324

113,074

120,124

108,174

113,074
113,074 113,074

113,074
(118,124)

(113,074)

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

kW

実績値

目標値

個別項目 循環型社会と低炭素社会の統合的な取組の推進【評価：◎】（P38）

指 標 現況値
Ｒ５

実績値
Ｒ５
目標値

評価
目標値 [参考]

個別計画の目標
(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

市町のごみ発電能力
(kW)

113,074
(H29)

120,124
(R4)

118,124 ◎ 118,124 118,124 －
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区分 項 目(重点目標４ 施策の取組状況８) R5
評価

R4
評価

Ⅳ 安全
・ 快適

◎：５
○：５
△：２

重点

河川・海域・湖沼における水環境の良さ(環境基準)100％達成 △ △

大気のきれいさ(環境基準)100％達成 ○ ○

R7年度の新規登録車(乗用車)のうち次世代自動車の割合48％ ◎ ◎

R7年度までに全市町が発災時に適切かつ速やかな対応を可能とする災害廃棄物
処理計画を策定

◎ ○

くらし (1)県民参加による安全・安心な生活環境づくりの推進 ○ △

しごと
(2)公害防止体制の適切な運用 △ △

(3)有害化学物質対策等の推進 ◎ ○

まち

(4)大気環境の保全 ○ ○

(5)公共用水域・地下水及び土壌汚染の防止 ○ ○

(6)身近な生活環境の保全 ○ ○

さと
(7)災害に強い森づくり等豪雨対策の推進 ◎ ◎

(8)災害廃棄物処理の体制づくり ◎ ○

Ⅳ 安全・快適 ～水や空気のきれいな安全・快適空間をつくる～

施策の取組状況（P3）

◎：２
○：７
△：３

(R４)
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Ⅳ 安全・快適 ～水や空気のきれいな安全・快適空間をつくる～

重点目標 令和７年度までに全市町が発災時に適切かつ速やかな対応を可能とする災害廃棄物処理計画を策定
【評価：○】

（P13） 災害廃棄物処理計画の策定市町割合

24.0
31.7

43.9

61.0

(50)

90.2

75.6

65.9

(80)
(70)

(36)

(100)
(95)

(90)

0

20

40

60

80

100

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

％

実績値

目標値

・R5年度までに計画を策定した市町は90.2％

・災害発生直後の初動対応から災害廃棄物の処理体制が整うまでの

応急対応に重点を置いた｢兵庫県災害廃棄物処理計画｣をR6年１月

に改定

【今後の方針】

・様々な機会を捉えて計画未策定の市町に計画の必要性を説明する

とともに、策定に関する研修会を開催

・県及び市町等の廃棄物担当職員を対象とした実践的な図上演習形

式の研修会を開催

個別項目 県民参加による安全・安心な生活環境づくりの推進【評価：○】（P41）

指 標 現況値
Ｒ５
実績値

Ｒ５
目標値

評価
目標値 [参考]

個別計画の目標
(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

クリーンアップひょ
うごキャンペーン
参加者数(万人)

57
(H29)

52 57 ○ 57 57 －

・R5年度は、86事業所・団体の協賛、協力

をいただき、クリーンアップひょうごキャ

ンペーン期間中、県民約52万人が参加し、

ごみ等を約4,794ｔ回収

【今後の方針】

・ごみ拾いSNS「ピリカ」の活用を推進する等、

今後も引き続き啓発・美化活動を行う
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Ⅳ 安全・快適 ～水や空気のきれいな安全・快適空間をつくる～

個別項目 有害化学物質対策等の推進【評価：◎】（P42）

・PCB廃棄物は、｢兵庫県PCB廃棄物処理計画｣に

基づき、確実かつ適正な処理を推進

・低濃度PCB廃棄物は、全国31箇所(うち県内２箇

所)(R5年11月時点)の民間事業者による無害化

施設が稼働しており、適正処理が進む

【今後の方針】

・低濃度PCB廃棄物の処理期限（R9年３月31日）

に向け、関係機関と協力して、期限内にPCB廃

棄物が処理されるよう保管事業者を指導

指 標 現況値
Ｒ５

実績値
Ｒ５
目標値

評価
目標値 [参考]

個別計画の目標
(目標年度)Ｒ６ Ｒ７

高濃度PCB廃棄物の
処理状況

トランス類(％)
84.0
(H29)

100 100 ◎ 100 100 －

コ ン デ ン サ 類
(％)

97.3
(H29)

100 100 ◎ 100 100 －

PCB油類(％)
78.5
(H29)

100 100 ◎ 100 100 －

安定器等(％)
13.3
(H29)

100 100 ◎ 100 100 －
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区分 項 目(重点目標4 施策の取組状況３) R5
評価

R4
評価

Ⅴ 地域力

◎：１
○：５
△：１

重点

R7年度の持続可能な社会づくりを先導する人材30％増 (H28年度比) ○ ◎

R7年度の自主的に環境保全に取り組む事業者数15％増(H28年度比) ○ ○

R7年度の環境保全に取り組むNPO法人数20％増(H28年度比) ○ ○

｢ひょうごの環境｣ホームページ年間アクセス数100万件 ◎ ○

(1)持続可能な社会の実現を目指す人づくり 〇 △

(2)環境産業の育成、事業活動における環境配慮の推進 △ △

(3)様々な主体との協働による取組の推進 ○ ○

Ⅴ 地 域 力 ～あらゆる主体が地域の特性を生かして環境保全・創造に向けて協働する～

施策の取組状況（P3）

◎：１
○：４
△：２

(R４)
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Ⅴ 地 域 力 ～あらゆる主体が地域の特性を生かして環境保全・創造に向けて協働する～

重点目標 令和７年度の持続可能な社会づくりを先導する人材30％増[平成28年度比] 【評価：○】（P14）

持続可能な社会づくりを先導する人材

1,563

1,645
1,6221,610

1,5131,4021,352

1,225
1,302

(1,476) (1,562)

(1,649)

(1,693)
(1,606)

(1,519)

(1,432)

0

500

1,000

1,500

2,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人

実績値

目標値

・R5年度までの持続可能な社会づくりを先導する人材(地球温暖化

防止活動推進員、森林ボランティアリーダー、ナチュラルウォッ

チャーリーダー、自然保護指導員、鳥獣保護管理員、持続可能地域

士の合計)は1,563人、近年横ばいで推移

【今後の方針】

・県民１人１人が、自らの問題として環境問題に関心を持ち具体的に

行動することができるよう、引き続き、ふるさとへの関心や愛着を

持った次代の環境を担う人づくりを進める

重点目標 ｢ひょうごの環境｣ホームページ年間アクセス数100万件【評価：◎】（P15）

｢ひょうごの環境｣ホームページ年間アクセス数

77

120 118
109 110

86
9799

95
(100)(100) (100)(100)

(100)(100)

(100)

0

20

40

60

80

100

120

140

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

万件

実績値

目標値

・R5年度の年間アクセス数は110万件

・訪問経路については、検索エンジン以外のダイレクトトラフィック

（参照元なし）の比率が増加（閲覧者の定着、スマホアプリの利用等

の影響）

【今後の方針】

・県内の環境状況や環境保全等に関する情報を適切に発信し、利用者

にとって利便性や満足度が高いサイトを目指す
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Ⅴ 地 域 力 ～あらゆる主体が地域の特性を生かして環境保全・創造に向けて協働する～

個別項目 持続可能な社会の実現を目指す人づくり【評価：○】（P47～48）

指 標 現況値
Ｒ５
実績値

Ｒ５
目標値

評価

目標値 [参考]
個別計画の

目標
(目標年度)

Ｒ６ Ｒ７

環境体験事業(小3)、
自然学校(小5)の全公立
小学校での実施（％)

100
(H29)

100 100 ◎ 100 100 －

地域と協働してふるさ
との自然の良さに気づ
く学習プログラムを実
施した学校の割合(％)

95
(H29)

92 100 ○ 100 100 －

ひょうごグリーン
サポーター登録者（人)

931
(H29)

873 980 ○ 990 1,000 －

ひょうご環境体験館利
用者数(人)

30,786
(H25～H29

平均)
30,335 32,000 ○ 32,000 32,000 －

・小･中･高等学校の学校教育活動全体を通じて

環境教育が展開

・幼児教育においても身近な自然を通じた環境

学習を実施

・森や海でボランティア活動に参加する県民が

増え、自然公園などでの自然とのふれあいを

通じて余暇を楽しむ県民が増加

【今後の方針】

・脱炭素、自然共生、資源循環、安全・快適の

各分野において、地域特性を活かした取組を

進め、県民の環境配慮行動を促す


